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１． はじめに 

（１）  国・東京都が示す方向性 

 これまで中学校の部活動は、生徒のスポーツ・文化芸術に親しむ機会を確保する等、大きな役割を担って

きましたが、少子化の進展や、専門性や意思に関わらず、教員が顧問を務めるこれまでの学校部活動の体

制を継続することについて、難しい状況になってきていることが指摘されてきました。 

 令和４（2022）年 12月にスポーツ庁・文化庁は、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関

する総合的なガイドライン」（以下「国ガイドライン」という。）を策定し、学校部活動の適正な運営や効率的・

効果的な活動の在り方、新たな地域クラブ活動を整備するための必要な対応を示しました。 

これを受け、令和５（2023）年３月に東京都は、「学校部活動の地域連携・地域移行に関する総合的なガイ

ドライン」（以下「東京都ガイドライン」という。）及び「学校部活動の地域連携・地域移行に関する推進計画」

（以下「東京都推進計画」という。）を策定し、市区町村においては、東京都推進計画を参考に、部活動の地

域連携・地域移行に取り組み、生徒達にとって、魅力あるスポーツ・文化芸術活動を確保するとともに、教員

の負担軽減につながる取組を推進することを示しました。 

 

（２）  計画策定の目的 

本計画は、東京都推進計画等を踏まえ、市立中学校における部活動に関する課題の解決を図り、本市

の実態に合った地域連携・地域移行を実現するため、令和７（2025）年度末までの改革推進期間等におけ

る本市の取組の方向性を示し、市立中学校の部活動の地域連携・地域移行を推進することを目的としま

す。 

 

（３）  地域連携・地域移行に向けた推進目標 

東京都推進計画が示す推進目標に基づき、令和７（2025）年度末までに、全ての市立中学校で、地域や

学校の実態に応じ、休日の部活動から段階的に地域連携・地域移行の取組が行われていることを目指しま

す。 

部活動の教育的意義や役割を地域に継承・発展しつつ、生徒が地域でスポーツ・文化芸術活動に親し

める環境を構築していくため、部活動の地域連携の拡充や地域クラブ活動への移行を見据えた新たな取組

等をできるところから着実に進め、地域における持続可能なスポーツ・文化芸術活動環境を整備していきま

す。 

 

令和５年度 

（2023年度） 

令和６年度 

（2024年度） 

令和７年度 

（2025年度） 

令和８年度以降 

（2026年度以降） 

    

 

 

 

 

 

改 革 推 進 期 間 進捗状況を検証 更なる展開を検討 

Wo 

Kenntou  

 

休日の活動から推進 
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２．市立中学校における部活動の現状と課題 

（１） 中学校数及び生徒数 

市立中学校は９校あり、令和５年５月１日現在で、生徒総数は 3,783人です。少子化が進展する中、近

年、生徒数は、平成 29（2017）年の 3,945人をピークに緩やかな減少傾向が見られます。 

 

市立中学校生徒数の推移（各年５月１日現在、特別支援学級固定級含む） 

 

 

（２） 部活動数、部員数及び参加率 

令和５（2023）年６月１日現在、市立中学校に設置されている部活動数は、運動部活動で 8４部、文化部

活動で 43部、部員数は 3,20５人、参加率は 84.7％となっていますが、近年、部活動数、部員数及び部活

動への生徒の参加率に、大きな変動は見られません。 

しかし、局所的に見ると、生徒が入りたい部活動が通学する学校にないケースや、小規模校等において、

部員数が少ないことで、試合への出場選手数を満たせないなど、学校単位での活動が困難になっている状

況が見られ、少子化の影響の兆しが見え始めているとも考えられます。 

 

市立中学校部活動数、部員数、参加率の推移（各年６月１日現在、特別支援学級固定級含む） 

 

※令和２年度のみ、７月１日現在の状況 

運動部 文化部 合計 運動部 文化部 合計

平成31年度 92 45 137 3,742 2,079 1,242 3,321 88.7%

令和２年度 88 45 133 3,775 2,028 1,175 3,203 84.8%

令和３年度 92 44 136 3,778 2,121 1,204 3,325 88.0%

令和４年度 89 43 132 3,791 2,056 1,175 3,231 85.2%

令和５年度 84 43 127 3,784 2,029 1,176 3,205 84.7%

年度
部活動数（部） 在籍

生徒数（人）

部員数（人）
参加率
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市立中学校部活動【運動部】設置状況と部員数（令和５年６月１日現在） 

 

※運動部 84部のうち、部活動登録し、学校で練習等行っている部活動は 56部、部活動登録のみで、学校

で活動の実態がない部活動は 28部ある。 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）
№ 種別 性別 一中 二中 三中 四中 五中 六中 七中 八中 九中 計

男 18 29 30 6 40 15 1 25 31 195

女 17 14 26 1 21 6 5 12 102

男 16 16

女 25 34 21 31 23 134

男 29 41 28 24 28 21 30 17 23 241

女 15 21 11 17 17 14 14 18 18 145

男 7 20 13 11 15 17 10 93

女 1 2 1 4

男 29 31 33 60 153

女 17 33 18 26 20 114

男 1 44 22 67

女 1 27 1 13 32 13 87

男 25 19 37 26 25 132

女 1 15 26 1 25 68

男 1 1 2

女 1 1

男 1 1 2 5 5 9 23

女 1 2 1 7 1 12

男 34 36 14 22 28 8 34 8 21 205

女 1 27 28

男 19 28 11 58

女 24 3 41 36 13 117

男 2 1 3

女 1 2 2 4 2 2 13

男

女 1 1 1 1 5 9

男

女

男

女

男 3 3

女

男

女

男 4 4

女

男 162 177 152 131 143 114 160 50 106 1,195

女 103 106 109 100 145 64 96 43 68 834

合計 265 283 261 231 288 178 256 93 174 2,029

部活動数 12 12 10 9 12 10 8 4 7 84

18 ラグビー

運動部　計

17 空手

16 体操

14 相撲

15 スキー

12 水泳

13 新体操

10 サッカー

11 バドミントン

8 柔道

9 剣道

6 硬式テニス

7 卓球

4 野球

5 ソフトテニス

2 バレーボール

3 バスケットボール

1 陸上競技
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市立中学校部活動【文化部】設置状況と部員数（令和５年６月１日現在） 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）
№ 種別 性別 一中 二中 三中 四中 五中 六中 七中 八中 九中 計

男 9 6 7 6 19 6 6 4 8 71

女 28 32 29 21 36 39 16 15 29 245

男 6 1 6 2 5 3 3 13 39

女 23 34 31 27 16 47 12 31 221

男 19 33 52

女 10 10

男 10 10

女 13 13

男 10 3 13

女 7 7

男 1 2 3

女 14 2 16

男 16 21 37

女 22 9 31

男

女

男 17 17

女 10 10

男 6 6

女 6 6

男 11 19 30

女 6 14 20

男 8 8

女 13 13

男 29 29

女 34 34

男 2 2

女 11 11

男 15 15

女 14 14

男

女 15 15

男 21 21

女 4 4

男 26 26

女 23 23

男 13 13

女 14 14

男 12 12

女 17 17

男 15 15

女

男

女

男 2 2

女 5 5

男 11 11

女 6 6

男 5 5

女 4 4

男 34 39 40 41 97 50 60 29 47 437

女 61 91 70 80 120 104 96 34 83 739

合計 95 130 110 121 217 154 156 63 130 1,176

部活動数 3 5 4 4 6 6 6 6 3 43

24 学修

25 演劇

文化部　計

21 将棋

22 自然科学

23 調理

18 ペン習字

19 茶道

20 太鼓

16 手芸

17 数学

14 家庭科

15 サイエンス

12 デッサン

13 イラスト・工芸

10 体験

11 交流

8 科学天文

9 読書

6 文芸

7 英語

4 ボランティア

5 コンピュータ

2 美術

3 技術・工作

1 吹奏楽
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（３） 休日の部活動の実態 

「立川市立中学校に係る運動部活動の方針（立川市教育委員会）」では、休日に部活動を行う場合は、

土曜日か日曜日のいずれかを休養日とし、１日の活動時間は長くても３時間程度と定めています。文化部活

動に関しても、本方針に準じた取扱いを行うことと定めており、本方針に示す休養日及び活動時間に基づき、

市立中学校は、休日の部活動を行っています。 

また、令和５（2023）年度に市立中学校を対象に実施した部活動の実施状況等調査では、休日に毎週活

動している部活動の割合は、運動部で約 79％、文化部で約 14％となっており、文化部で休日に活動を行っ

ている部活動は、吹奏楽部のみとなっています。 

なお、部活動の顧問となっている教員が休日等の部活動指導で疲弊しているという声も学校からあげられ

ています。 

 

「立川市立中学校に係る運動部活動の方針（立川市教育委員会）」から抜粋 

休養日 

１ 学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける（平日は少なくとも１日、週休日は少なく 

とも１日を休養日とし、休養日を確保できなかった場合は、他の日に振り替える） 

２ 長期休業中の休養日の設定についても、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分

な休養を取ることができるとともに、運動部活動以外にも多様な活動ができるよう、ある程

度、長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。 

活動時間 
１日の活動時間は、長くとも学期中の平日では２時間程度、週休日（祝日等を含む）は３時

間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。 

 

休日の部活動の実態（令和５年度） 

 

 

 

毎週活動, 

78.6%

2週に1回活動, 

12.5%

3週に1回活動, 

5.4%

休日活動なし, 3.6%

毎週活動, 

14.0%

2週に1回活動, 

4.7%

3週に1回

活動, 

2.3%

休日活動なし, 

79.1%

運動部 文化部 
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（４） 部活動指導に対する教員の実態 

文化部については、吹奏楽や美術など、教員の専門教科と関連した部活動も多く、概ね教員が顧問とし 

て専門的な技術指導を行うことができている状況が見られます。 

運動部については、令和５（2023）年度に市立中学校を対象に実施した部活動の実施状況等調査では、

約 30％の運動部において、教員が同じ部活動の経験が全くない・ほとんどないため、顧問として専門的な技

術指導を行うことが難しい状況となっています。専門性や意思に関わらず、教員が顧問を務めるこれまでの

指導体制の継続が困難な状況が見られます。 

 

（５） 部活動の地域連携の状況 

本市においては、部活動の技術指導等で、教員に代わって、技術指導や大会等への単独引率を行うこと

ができる部活動指導員や、教員をサポートする部活動外部指導員を学校からの申請に基づき配置していま

す。令和４（2022）年度は、部活動指導員及び部活動外部指導員を全市立中学校に配置しており、部活動

指導員は約 26％、部活動外部指導員は約 37％の部活動において技術指導等に携わっています。 

本市においては、学校と地域の連携・協働の下、着実に地域連携の取組を進めてきましたが、学校によ

っては、指導員の配置が必要な部活動に対して、適切な地域人材が見つからないケースや、仕事や家庭の

都合等で指導員が辞めてしまうケースも見られます。 

 

部活動指導員及び部活動外部指導員の配置部活動数、配置人数、活動数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置
部活動数

配置している
部活動の割合

配置人数
（人）

活動時間数
（時間）

配置
部活動数

配置している
部活動の割合

配置人数
（人）

活動日数
（日）

H30年度 131 23 17.6% 27 2,956 55 42.0% 93 4,861

H31年度 137 27 19.7% 35 4,270 48 35.0% 92 3,663

R２年度 133 27 20.3% 39 3,039 40 30.1% 76 2,336

R３年度 136 26 19.1% 45 4,452 45 33.1% 83 3,136

R４年度 132 34 25.8% 62 5,036 49 37.1% 85 3,446

年度 部活動数

部活動外部指導員（有償ボランティア）部活動指導員（会計年度任用職員）
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３．部活動の地域連携・地域移行における基本方針 

国・東京都ガイドラインを参考に、本市としての基本的な考え方を示すとともに、中長期的な視点を含めた

取組の方向性を基本方針として示します。 

 

（１） 地域におけるスポーツ・文化芸術活動環境の整備 

① 生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸術活動環境の整備 

 学校部活動・地域クラブ活動は、参加を強制されるものではなく、生徒の自主的・自発的な参加が基本と

なります。放課後や休日の過ごし方は多様化しており、学校部活動以外の活動も増えています。様々な活

動があり、その生徒にあった、様々な取組があるということへの周囲の理解も大事になります。 

 また、技能等の向上や大会等で好成績を収める以外にも、気軽に友達と楽しめる、適度な頻度で行える

等、１つの活動の中で１つの目標だけではなく、生徒の参加の姿勢によって、複数の目標を設定するという

視点も大事になっています。生徒の多様なニーズに応えた活動を行うことができる環境の整備を図ります。 

 

② 地域クラブ活動の運営団体・実施主体の確保 

部活動の地域移行に向けて、各地域クラブ活動を統括する運営団体や個別の地域クラブ活動を行う実

施主体を地域の中から確保していく必要があります。地域のスポーツ・文化芸術団体や大学、企業、プロス

ポーツチーム等の地域団体と連携・協働し、受け皿の確保に努めていきます。 

また、既存の学校部活動にある活動に限らず、地域のスポーツ・文化芸術団体等との連携・協働により、

生徒のニーズを踏まえた、新たなスポーツ・文化芸術活動の場の創出を図ります。 

 

③ 関係者間の連携体制の整備 

地域クラブ活動の実施にあたっては、活動場所の手配や参加者の募集・連絡、活動中の事故やトラブル

時の対応等、地域クラブ活動の運営団体・実施主体が行うことになります。 

また、平日の学校部活動と休日の地域クラブ活動が併存する場合、指導者が異なることから、指導方針

等に一貫性がなくなることも考えられます。これまで学校管理下で行ってきた部活動を地域団体が運営・管

理する地域クラブ活動に移行した際に、様々な運営上の課題が生じることが考えられます。持続可能なスポ

ーツ・文化芸術活動環境を整備していく上で、地域クラブ活動の運営団体・実施主体や学校、市関係部署

等が密に連携を図っていくことが大事になります。関係者間の連携体制の整備を図るとともに、各種の連絡・

調整を担うコーディネーターの配置などを含めて、今後の展開を検討します。 

 

（２） 指導者の量の確保及び質の向上 

① 指導者の量の確保 

学校部活動における部活動指導員・部活動外部指導員や、休日等の地域クラブ活動における指導者を

継続的・安定的に確保し、持続可能な活動としていく必要があります。地域団体等との連携により、専門的

な技術指導ができる地域人材の把握・発掘に努めるとともに、指導者を学校や地域クラブ活動の運営団体・

実施主体とマッチングできる体制の整備を図ります。 
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② 指導者の質の向上 

公認スポーツ指導者資格等の有資格者に限らず、競技等の経験のある OB・OG や近隣の大学で、スポ

ーツ・文化芸術活動に取り組む学生など、専門性や資質・能力を有する指導者を地域の中で広く確保して

いくとともに、指導者の養成や資質向上の取組を進めていく必要があります。 

また、学校部活動はもちろんのこと、地域クラブ活動は、学校部活動の教育的意義や役割を地域に継承・

発展しつつ、生徒達が地域でスポーツ・文化芸術活動に親しめる環境を構築していくための活動となります。  

指導者は生徒に対して、暴言・暴力、行き過ぎた指導、ハラスメントなどの不適切行為は当然行ってはいけ

ないものであり、生徒の心身の健康管理、事故防止の徹底、過度の練習の防止、適切な休養の設定等にも

留意していく必要があります。  

市は指導者や地域クラブ活動の運営団体・実施主体等の関係者に対し、研修会の開催やガイドライン等

の情報提供等を行うなど、地域の指導者や生徒、保護者が共通理解の下、ともに安心して活動に参加でき

る環境を整備していきます。 

 

（３） 活動場所の確保 

地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、活動場所を自身で手配し、確保することになります。 

学校施設や市の社会教育施設、スポーツ・文化施設の利用規則や減免規定等の見直しを図るなど、地

域クラブ活動の運営団体・実施主体が、活動場所を確保しやすい環境づくりに努めます。 

また、体育館や音楽室、美術室などの学校施設を使用する際は、地域クラブ活動の参加者が、他の教室

等に入ることがないよう、学校施設のセキュリティ対策を講じていきます。 

 

（４） 大会等のあり方 

中学校等の生徒を対象とする大会等の主催者は、大会参加資格を学校単位に限定することなく、地域ク

ラブ活動や複数校の合同チームの会員等も参加できるよう、大会等の在り方の見直しを図ることとされ、令

和５年度からは、東京都中学校体育連盟においても、地域クラブ活動に所属する中学生の参加を認めるな

ど、大会等の在り方が見直しされています。 

また、持続可能な大会運営の実現に向けて、大会等の主催者は、教員の引率や運営補助に係る体制等

についても、見直しを図ることとされています。大会への参加方法や教員の引率など、大会等のあり方の見

直しがあった際は、適切な対応を図っていきます。 

 

（５） 地域クラブ活動における会費及び保険のあり方 

① 会費の設定 

地域クラブ活動に参加するための会費は受益者（保護者）が負担することになります。地域クラブ活動の

運営団体・実施主体は、その競技等の特性に合わせて、会費を設定することができますが、保護者の過度

な負担とならないよう、活動内容や規模等を調整し、可能な限り低廉な価格設定に努めるとともに、「スポー

ツ団体ガバナンスコード（一般スポーツ団体向け）」に準拠し、公正かつ適切な会計処理を行い、組織運営

に透明性を確保するため、関係者に対する適切な情報公開を行うことになります。 

 なお、経済的な理由で、地域クラブ活動への参加をあきらめる生徒が出ないよう、困窮世帯等への支援に

ついては、今後、国や東京都の動向等を踏まえ、展開を検討します。 
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② 保険の加入 

地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、競技等の特性やこれまでの活動状況、怪我・事故等の発生状

況等を踏まえ、適切な補償内容・保険料である保険を選定するとともに、指導者や参加する生徒等に対し、

自身の怪我等を補償する保険や個人賠償責任保険への加入を義務付けるなど、怪我や事故が生じても、

適切な補償が受けられるようにしておく必要があります。地域クラブ活動の運営団体・実施主体に対し、ガイ

ドライン等で周知します。 

 

４．改革推進期間における主な取組 

（１） 部活動の地域連携・地域移行に関する検討委員会の開催 

学校や保護者、学識経験者、市内スポーツ、文化芸術関係団体、庁内関係部署等、関係者で構成され

る「立川市立中学校部活動の地域連携及び地域移行に関する検討委員会」を設置し、東京都推進計画等

を参考に本市における取組の方向性等について検討します。 

また、改革推進期間におけるトライアル事業の検討及び創出を行うとともに、事業の効果検証等を通じて、

中長期視点での地域連携・地域移行のあり方等について検討していきます。 

 

（２） 情報発信 

部活動の教育的意義や役割を地域に継承・発展しつつ、地域の中で生徒達が、スポーツ・文化芸術活動

に親しめる環境を整備していく大きな変革期において、生徒達や保護者、教員、地域のスポーツ・文化芸術

活動団体等で共通理解の下、連携・協働により、できるところから、着実に進めていく視点が大切になります。

本市の取組の方向性や地域人材や地域団体との連携、地域クラブ活動団体の確保等に向けて、ホームペ

ージ等での情報提供や各種の説明会等を通じて、情報発信していきます。 

 

（３） 地域連携・地域移行に向けたトライアル事業の実施 

① 合同部活動 

  生徒数の減少に伴う学校の小規模化や専門的な技術指導ができる顧問が不足している実態等を踏ま

え、隣接する学校間や複数の中学校の生徒が参加する合同部活動を実施します。 

人数が足りず単独でチームを組むことが難しい部活動や、顧問が専門的な技術指導を行うことが難しい

部活動等を中心にモデル校を選定し、休日の部活動から、地域や学校の実態に応じて、段階的に実施しま

す。 

なお、実施する部活動は、関係校間での情報共有等、連携を密に行うことを前提に、関係校間で顧問の

配置調整を行うことができるようにするなど、教員の負担軽減の観点を含めて実施方法の検討及び検証を

進めていきます。 

  

 ② 地域団体との連携・協働による部活動 

指導員の配置が必要な部活動に対して、適切な地域人材が見つからない、仕事や家庭の都合等で指導

員が辞めてしまう実態等を踏まえ、これまでの地域人材との個人単位での連携に加え、新たに地域のスポ

ーツ・文化芸術団体や大学、企業、プロスポーツチーム等の地域団体との連携・協働により、継続的・安定

的に指導者を派遣等できる体制の構築を図ります。 
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顧問が専門的な技術指導を行うことが難しい部活動や適切な地域人材が見つからず、部活動指導員を

配置することが難しい部活動を中心にモデル校を選定し、休日の部活動から、地域や学校の実態に応じ

て、段階的に実施します。 

なお、実施する部活動は、学校と地域団体が情報共有等、連携を密に行うことを前提に、顧問が休日の

部活動指導に携わらなくても活動ができるようにするなど、教員の負担軽減の観点を含めて実施方法の検

討及び検証を進めていきます。 

  

 

改革推進期間における主な取組のスケジュール（予定） 

 

※令和６年度以降のスケジュールの詳細は、今後の検討委員会等、関係者間の協議状況等に応じて、適

宜更新します。 

 

 

５．本推進計画の見直しについて 

 本推進計画については、東京都推進計画の改訂があった際や各種の取組状況等を踏まえつつ、適宜内

容の見直し・改訂を行います。 

 

取　組

地域連携・地域移行に関する
検討委員会

情報発信

トライアル事業【合同部活動】

トライアル事業
【地域団体連携・中央大学】

トライアル事業
【地域団体連携（中央大学除く）】

令和６年度 令和７年度

トライアル事業の検討、取組状況の点検・見直し等

モデル校選定、実施方法調整、効果検証等

周知、説明会、アンケート調査等

モデル校選定、効果検証等

地域団体との協議・調整、モデル校選定、実施方法検討、効果検証等


